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公園施設に係わる使用料について 

 

施設一覧（2025 年 2 月 26 日現在） 

  

 

  



 

 

 

 

※2、3 利用料金が発生する有料公園施設の使用する人が京田辺市内に住所、事業所若しくは事務所 

を有しない人、又は京田辺市内に住所、事業所もしくは事務所を有する人の従業員等でないもの人、 

又は当該使用がその施設の用途以外の使用である場合には、定める金額に 2 倍の額を使用料とします。 

ただし、(3)多目的用途棟および（4）ビニールハウス（トレファーム®）での農体験においては、 

市内、市外とも同じ料金。 

以上 

 


